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戦
所
俸

旧
津
山
藩
文
学
所
絵
図

（
第
二
号
図
）

津
山
藩
に
お
け
る
藩
校
の
お
こ
り
は
、
第
五
代
藩
主

松
霞
哉
が
、
鴨
二
年
（
一
七
六
五
）
六
月
に
下
御

殿
跡
（
津
山
市
山
下
）
に
学
問
所
を
設
け
て
、
学
問
を

奨
励
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
以
後
徐
々
に
整
備
さ
れ
る

が
、
体
系
づ
け
ら
れ
る
の
は
墓
弱
、
安
政
五
年
（
一

八
五
八
）
か
ら
文
久
年
間
（
一
八
六
一
～
一
八
六
三
）

で
あ
り
、
建
物
に
つ
い
て
も
修
薯
築
さ
れ
、
総
体
的

に
完
成
す
る
の
は
、
明
治
三
年
で
あ
る
。

津
山
藩
校
の
沿
革
を
要
約
し
て
明
治
一
六
年
一
二
月

に
製
作
し
た
『
旧
津
山
藩
学
制
沿
叢
調
書
』
に
よ
る

と
、
藩
校
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

明
和
二
酉
年
中
創
立
後
天
保
一
四
年
蓋
、
安
政

五
年
中
大
一
一
文
武
ノ
制
度
ヲ
改
メ
諸
業
ヲ
拡
張
ス
ル

ー
ー
当
り
修
補
増
築
ス
ル
処
ア
リ
。
明
治
三
年
更
一
一
学

問
所
を
糞
シ
武
驚
を
併
セ
隻
騰
卜
称
ス

ま
た
、
同
史
料
に
は
旧
津
山
藩
文
学
所
の
全
容
を
描

い
た
二
枚
の
絵
図
が
附
し
て
あ
る
。

第
一
号
図
は
、
槍
術
・
撃
剣
・
弓
術
等
の
蕊
悩
古

場
の
建
物
配
置
図
で
あ
り
、
第
二
図
が
当
言
」
の

諾
教
育
場
の
建
物
配
置
図
で
あ
る
。

さ
て
、
第
二
図
に
は
実
に
「
漢
学
教
場
講
薙

と
記
さ
れ
た
建
物
が
あ
る
。
こ
の
建
物
は
、
廃
藩
後
の

明
治
五
年
北
条
県
立
中
学
校
舎
に
、
同
七
年
共
立
小
学

校
（
鶴
山
校
）
、
そ
の
後
は
区
務
所
・
郡
役
所
・
幼
稚

園
・
私
立
学
校
・
町
立
高
等
小
学
校
・
県
立
中
学
校
・

宴
学
校
等
に
使
用
明
治
三
六
年
に
至
っ
て
同
建
物

の
取
り
壊
し
が
起
案
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
惜
し
む
人
々

に
よ
っ
て
、
津
山
城
跡
三
ノ
丸
に
移
築
さ
れ
、
翌
年

「
鶴
山
館
」
と
名
づ
け
ら
れ
今
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る

（
神
尾
雷
）
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図１林田～玉琳付近現況図

は
じ
め
に

城
下
町
周
辺
地
域
に

は
、
城
下
に
偏
入
さ
れ

て
い
な
い
な
が
ら
、
景

観
的
、
機
能
的
に
は
都

市
域
と
考
え
ら
れ
る
地

域
が
多
く
存
在
す
る
。

近
世
前
期
に
は
こ
れ
ら

の
地
域
が
次
々
と
城
下

に
編
入
さ
れ
、
城
下
町

の
発
展
が
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
中
期
以
降

城
下
の
範
囲
は
固
定
さ

れ
、
そ
の
拡
大
は
殆
ど

見
ら
れ
な
く
な
る
。
し

か
し
、
政
治
的
領
域
と

し
て
の
「
城
下
町
」
は

固
定
さ
れ
て
も
、
周
辺

の
発
展
は
続
き
、
次
々

と
町
並
み
が
形
成
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
城
下
町
周
辺
地

域
は
、
「
町
続
在
領
」

あ
る
い
は
「
町
鰐
型
等

の
名
称
で
呼
ば
れ
各
地

で
見
ら
れ
た
が
、
津
山

藩
に
お
い
て
も
「
町
端

在
分
」
と
称
さ
れ
、
古

城
下
町
研
究
の
一
視
点

古
林
田
か
ら
河
辺
ま
で

城
東
地
区
に
お
け
る
城
下
の
東
限

は
東
新
町
の
関
貫
で
あ
り
、
こ
の
関

貫
を
一
歩
出
れ
ば
そ
こ
は
「
在
方
」

で
あ
る
。
出
雲
街
道
が
東
へ
伸
び
て

い
る
。
こ
の
街
道
沿
い
に
町
並
み
が

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
街

道
全
体
が
均
質
で
は
な
く
、
支
配
上
．

明
確
な
区
別
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

図
一
の
如
く
に
Ａ
区
、
Ｂ
区
、
Ｃ
区

と
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

Ａ
区
は
準
城
下
町
地
区
と
で
も
称

し
得
る
地
域
で
、
東
新
町
関
貫
か
ら

松
原
と
の
境
に
あ
っ
た
舛
形
ま
で
の

区
間
で
あ
る
。
こ
こ
は
城
下
に
編
入

さ
れ
な
か
っ
た
地
域
と
し
て
は
最
も

早
く
か
ら
町
並
み
が
形
成
さ
れ
た
地

域
で
、
「
正
保
の
絵
図
」
で
は
東
西

に
設
け
ら
れ
た
「
萱
屋
町
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み

林
田
、
東
松
原
、
玉
琳
、
八
子
、
二

宮
等
の
地
域
に
形
成
さ
れ
た
。
こ
こ

で
は
特
に
、
古
林
田
、
東
松
原
、
玉

琳
等
の
城
工
東
部
街
道
沿
い
の
地
域

を
取
り
上
げ
、
城
下
町
と
の
関
わ
り

の
中
で
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
来
た

か
を
見
て
み
よ
う
。



ど
整
っ
た
並
木
は
な
く
、
統
制
も
緩

や
か
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
幕
末

に
至
っ
て
も
町
並
み
の
形
成
は
見
ら

れ
な
い
。

に
西
の
「
萱
屋
町
」
は
現
在
西
寺
町

と
安
岡
町
の
間
の
区
間
で
あ
る
。

こ
の
当
時
、
町
家
が
全
て
瓦
葺
き

で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
れ

に
し
て
も
防
火
対
策
と
し
て
町
家
の

藁
葺
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
る
城
下
町

の
両
脇
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
萱
屋
町
」

を
配
置
す
る
か
ら
に
は
、
城
下
防
衛

上
の
何
か
特
別
な
意
図
を
考
え
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。
西
の
「
萱
屋
町
」

で
あ
る
茅
町
と
そ
の
後
発
展
し
た
安

岡
町
と
は
、
城
下
編
入
後
も
藁
葺
を

認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
Ａ
区
の
様
子
を
伝
え

て
い
る
絵
図
が
図
二
で
あ
る
。
こ
れ

は
明
治
期
の
写
な
が
ら
原
図
は
宝
永

頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
絵
図
で
あ
る
。

東
新
町
関
貫
か
ら
玉
琳
東
道
標
ま
で

が
描
か
れ
て
あ
り
、
図
二
は
松
原
と

の
境
の
舛
形
の
部
分
で
あ
る
。
「
正

保
の
絵
図
」
に
見
え
る
「
萱
屋
町
」

の
姿
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。
一

方
、
舛
形
か
ら
東
に
は
三
軒
の
茶
屋

が
描
か
れ
る
の
み
で
町
並
み
の
形
成

は
ま
だ
見
ら
れ
李
久
美
し
い
松
並
木

が
続
い
て
い
る
。

こ
の
松
並
木
の
続
く
区
間
が
Ｂ
区

で
、
舛
形
か
ら
玉
琳
東
の
道
標
ま
で

で
あ
る
。
町
並
み
が
形
成
さ
れ
る
と

と
も
に
松
並
木
維
持
の
た
め
の
厳
し

い
管
理
統
制
が
行
わ
れ
る
。

Ｃ
区
は
玉
琳
か
ら
河
辺
上
之
町
ま

で
の
区
間
で
、
松
は
あ
る
が
Ｂ
区
ほ

図３出雲街道略絵図（部分)(末沢敏男氏蔵）

町
端
在
分
の
商
業
活
動

街
道
沿
い
に
居
を
構
え
て
の
百
姓

の
「
小
商
」
は
、
特
に
城
下
町
周
辺

に
限
ら
ず
早
く
か
ら
現
わ
れ
て
お
り
、

「
農
業
余
力
」
の
商
と
し
て
茶
椀
酒
、

豆
腐
、
ぞ
う
り
、
わ
ら
じ
等
を
商
っ

て
い
た
。
た
だ
、
こ
れ
が
城
下
周
辺

地
域
と
な
る
と
や
や
状
況
が
異
な
る
。

「
在
方
」
か
ら
の
商
品
の
流
入
、
あ

る
い
は
城
下
町
商
人
に
よ
る
商
品
販

売
な
ど
、
城
下
町
と
「
在
方
」
そ
れ

ぞ
れ
の
需
要
と
供
給
の
結
節
点
と
し

て
「
大
商
」
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
町
並
み
を
形
成
す
る
ま
で
に
発

展
す
る
こ
と
と
な
る
。

津
山
藩
の
商
業
統
制
の
基
本
は
、

商
工
業
を
城
下
町
及
び
数
ケ
所
の
在

町
に
限
定
し
、
藩
全
体
の
商
品
流
通

を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

町
端
在
分
に
お
け
る
商
業
活
動
の
展

開
は
こ
の
よ
う
な
藩
の
政
策
と
真
向

か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

特
権
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
城
下
町
．

商
人
の
利
益
を
侵
す
も
の
で
も
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
「
城
下
入
口
在
分
一
一

而
大
商
い
た
し
候
へ
者
城
下
賑
薄

相
成
」
る
と
し
て
厳
し
い
統
制
が
加

え
ら
れ
、
時
に
は
、
対
立
の
激
化
の
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並
木
松

先
に
見
た
よ
う
な
町
並
み
の
形
成

発
展
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
図

三
で
あ
る
。
こ
の
街
道
絵
図
は
文
久

二
年
（
一
八
六
二
）
の
も
の
で
あ
る

が
、
図
二
と
比
べ
て
み
る
と
そ
の
変

化
が
よ
く
わ
か
る
。
図
二
で
は
町
並

み
は
舛
形
の
位
置
ま
で
し
か
な
く
、

舛
形
か
ら
東
は
松
並
木
の
み
で
あ
る

が
、
図
三
で
は
松
並
木
の
間
に
家
が

建
ち
並
び
、
玉
琳
ま
で
道
の
両
側
に

み
ご
と
な
町
並
み
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。

こ
れ
だ
け
家
が
建
ち
並
ん
で
く
る

と
、
商
業
活
動
以
外
に
も
様
々
な
問

題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が

松
並
木
の
管
理
問
題
で
あ
る
。

当
時
、
往
来
の
幅
は
一
丈
八
尺
、

松
土
手
幅
八
尺
と
決
め
ら
れ
て
い
た

が
、
し
だ
い
に
土
手
が
崩
さ
れ
、
田

畑
に
な
っ
た
り
、
建
物
の
敷
地
に
取

た
め
東
新
町
の
商
人
が
林
田
村
の
町

並
み
に
押
し
寄
せ
、
店
先
の
商
品
を

捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
に
至
る

事
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
地
の
利
を
活
か
し
た
商

業
活
動
は
た
び
た
び
の
禁
圧
に
も
拘

ら
ず
着
実
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
が
Ａ
区
、
Ｂ

区
で
あ
り
、
城
下
町
形
成
期
に
配
置

さ
れ
た
Ａ
区
に
比
べ
、
そ
の
後
の
変

化
が
著
し
い
の
が
Ｂ
区
で
あ
っ
た
。

り
込
ま
れ
た
り
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
松
に
牛
馬
を
つ
な
い
だ
り
、

横
木
を
渡
し
て
蕊
を
干
す
者
も
現
わ

れ
る
。こ

う
し
た
状
況
の
中
で
、
天
保
三

年
（
一
八
三
二
）
、
城
東
松
原
の
松

の
植
継
が
実
施
さ
れ
、
町
並
住
人
個

々
に
並
木
松
の
管
理
責
任
が
負
わ
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
町
並
住
人
は

「
銘
々
門
先
」
の
松
を
管
理
し
、
枯

れ
た
り
、
損
じ
た
り
し
た
場
合
は
、

五
尺
以
上
の
雄
松
を
掘
っ
て
き
て
植

え
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し

た
松
の
管
理
を
「
家
役
」
と
し
て
代

々
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

門
先
か
ら
離
れ
た
位
置
の
松
は
「

御
並
木
番
人
」
が
見
廻
り
、
そ
の
管

理
は
村
の
取
計
と
さ
れ
た
。
そ
し
て

新
し
く
植
え
た
松
の
周
囲
に
は
縄
や

竹
で
囲
い
を
設
け
、
成
長
す
る
ま
で

保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
管
理
責
任
を
負
わ
さ

れ
た
町
並
住
人
は
、
天
保
三
年
の
請

書
に
は
、
林
田
村
町
並
み
（
舛
形
か

ら
さ
か
さ
ま
川
ま
で
）
に
五
十
七
名
、

野
介
代
村
太
田
分
町
並
み
（
さ
か
さ

ま
川
か
ら
玉
琳
の
は
ず
れ
ま
で
）
に

二
十
二
名
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
時

管
理
対
象
と
さ
れ
た
松
が
、
林
田
村

分
百
本
、
太
田
分
二
十
三
本
、
合
計

百
二
十
三
本
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
管
理
責
任
の
所
在

を
明
確
に
図
上
に
表
わ
し
た
も
の
が

〆
型

〒
督
伊
恋

図
四
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
保
三
年
の

請
書
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
、
舛
形

か
ら
河
辺
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
中

の
一
部
で
あ
る
。
○
印
が
松
を
表
わ

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
内
の
松
を
そ

の
背
後
の
名
前
の
主
が
管
理
す
る
の

で
あ
る
。
区
画
線
に
か
か
っ
て
い
る

○
は
共
同
管
理
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
厳
重
な
管
理
が
目
指

さ
れ
た
の
は
Ｂ
区
の
み
で
、
Ｃ
区
に

な
る
と
松
も
ま
ば
ら
に
な
り
、
そ
の

管
理
も
村
の
取
計
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
街
道

沿
い
に
住
む
彼
ら
百
姓
の
た
く
ま
し

、 へ
評
の
咽
い
●
唖
ｒ

一
・
意
…
‐
。

＝1

一
典
電
と

〃
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お
わ
り
に

城
下
町
と
い
え
ば
、
城
下
と
し
て

指
定
さ
れ
た
範
囲
の
み
で
考
え
が
ち

い
生
活
力
の
前
に
は
、
藩
の
意
図
す

る
様
に
は
進
ま
ず
、
そ
の
後
た
び
た

び
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ｌ
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、
。
，
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で
あ
る
が
、
城
下
町
も
ひ
と
つ
の
都

市
で
あ
り
、
常
に
内
部
か
ら
も
外
部

か
ら
も
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
が
ら
変
化
す

る
も
の
で
あ
る
。
固
定
観
念
的
な
城

下
町
の
枠
を
取
り
除
い
て
見
れ
ば
、

津
山
の
場
合
、
城
下
に
内
町
、
外
町

が
あ
り
、
そ
の
外
部
に
「
萱
屋
町
」

更
に
街
道
沿
い
の
町
並
み
と
松
並
木
、

松
の
途
切
れ
る
所
に
、
東
に
は
河
辺

上
の
町
の
町
並
み
、
西
に
は
二
宮
、

院
庄
の
町
並
み
が
あ
る
。

街
道
沿
い
の
町
並
み
の
形
成
に
は

藩
の
意
図
を
越
え
た
発
展
が
見
ら
れ

る
が
、
し
か
し
全
体
の
構
造
は
決
し

て
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
こ
で
は
支
配
の
論
理
に
よ
っ
て

何
段
階
か
に
分
け
て
考
え
て
み
た
が
、

逆
に
民
衆
の
目
か
ら
見
た
城
下
町
は

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
城
下
周
辺
の

発
展
に
つ
れ
、
「
無
宿
」
「
帳
外
れ
」

と
称
さ
れ
る
下
層
民
の
集
住
も
進
み
、

都
市
民
の
階
層
構
造
に
変
化
を
生
じ

る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
直
せ
ば

ま
た
新
た
な
城
下
町
像
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。

、
一
九
八
五
年
十
月
稿

（
安
藤
治
）

駒
〃
淳

？
｡■

唯１
Ｊ
ｐ

，
．
ノ
雛
咳

ｈ

厚、

Ｊ
刃

.ｋ

画



郷
西画、
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画亜困

案
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蕊
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雀
人
組

大
役
人
格

小
役
人
聖

小
役
人
格

津
山
松
平
藩
の
家
臣
団
は
、
大
別

し
て
譜
代
、
古
参
、
新
参
の
家
筋
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
・

譜
代
は
へ
結
城
秀
康
の
頃
か
ら
仕

え
、
越
後
騒
動
に
よ
る
流
請
に
際
し
、

行
を
共
に
し
た
者
、
及
び
そ
の
留
守

居
、
連
絡
に
当
っ
た
者
で
あ
る
。

古
参
は
、
江
戸
柳
原
時
代
〔
貞
享

四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら
元
禄
十
一

年
（
一
六
九
八
）
の
津
山
入
府
ま
で
〕

に
召
抱
え
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
そ
の

内
、
当
初
か
ら
士
格
以
上
に
召
抱
え

ら
れ
た
者
を
「
古
参
」
と
し
、
士
格

以
下
で
召
抱
え
ら
れ
て
い
て
、
後
、

士
格
に
召
出
さ
れ
た
者
を
「
古
参
御

取
立
」
と
し
て
い
る
。

新
参
は
、
美
作
津
山
十
万
石
拝
領

の
、
元
禄
十
一
年
以
後
召
抱
え
ら
れ

た
者
で
、
当
初
か
ら
士
格
以
上
に
召

抱
え
ら
れ
た
者
が
「
新
参
」
で
あ
り
、

士
格
以
下
で
召
抱
え
ら
れ
た
者
が
、

「
新
参
御
取
立
」
と
「
新
参
御
役
人
」

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
両
者
の
う
ち
か
ら
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
二
月
に
、
九
代
藩
主

慶
倫
が
「
士
格
新
参
並
」
の
家
筋
を

定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
初
代
藩
主

宣
富
が
死
去
す
る
年
、
即
ち
享
保
六

津
山
藩
家
臣
団
の
家
筋
考

年
（
一
七
二
一
）
ま
で
に
、
士
格
以

下
で
召
抱
え
ら
れ
て
い
た
家
を
、
数

代
に
渡
り
精
勤
で
あ
っ
た
こ
と
を
嘉

し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
年
ま

で
に
、
四
十
七
家
が
格
付
け
さ
れ
て

い
る
。明

治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
、
藩

治
職
制
を
改
め
る
こ
と
が
達
せ
ら
れ

た
の
を
受
け
て
、
十
二
月
津
山
藩
で

は
、
藩
士
の
格
式
を
、
一
等
級
か
ら

十
五
等
級
ま
で
の
等
級
に
改
め
た
。

格
式
順

剛
蕊
桃
）
一
等

雛
繊
）
二
等

銅
繊
蝿
椛
）
三
等

棚
則
州
獅
＃
）
四
等

耀
睡
塁

灘
椛
）
六
等

御
使
番
格
七
等

番
外
八
等

御
小
性
組
一

御
役
人
の
呼
称
や
取
扱
い
が
、
い
つ

頃
か
ら
定
ま
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い

が
、
恐
ら
く
十
万
石
復
帰
の
文
化
十

四
年
（
一
八
一
七
）
以
後
で
は
あ
る

ま
い
か
。

『
御
家
格
附
属
津
山
藩
臣
之
部
』

に
「
藩
臣
ノ
内
新
参
卜
称
ス
ル
者
ハ

元
禄
十
一
戊
寅
年
正
月
美
作
国
拝
領

後
被
召
出
侯
家
筋
一
一
テ
是
ニ
モ
士
分

被
召
出
候
家
ヲ
単
二
新
参
卜
称
シ
御

役
人
被
召
出
候
家
ヲ
新
参
御
取
立
卜

称
ス
ル
」
と
あ
る
。
従
っ
て
初
期
に

お
い
て
は
、
新
参
御
役
人
と
新
参
御

取
立
と
は
同
義
で
あ
り
、
区
別
は
な

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
両
者

を
分
け
て
書
い
て
あ
る
の
は
、
幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
編
集
さ
れ
た
『

勤
書
』
『
津
山
藩
士
家
筋
調
』
『
津

山
藩
士
族
歴
代
人
名
録
』
な
ど
で
あ

る
。

新
参
御
取
立
、
新
参
御
役
人
の
呼

称
、
取
扱
い
の
区
別
は
明
確
で
は
な

い
が
「
勤
書
』
に
従
っ
て
み
る
と
、

士
格
以
下
で
召
出
さ
れ
て
い
て
、
後

に
士
格
に
昇
進
し
た
者
が
新
参
御
取

立
で
あ
り
、
士
格
以
下
の
ま
詮
で
い

た
者
が
新
参
御
役
人
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
新
参
御
取
立
、
新
参
御
．

役
人
の
呼
称
の
使
わ
れ
方
は
、
厳
密

に
は
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。嘉

永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
分
限

十
等

十
一
等

十
二
等

十
三
等

九
等

御
徒
・
御
徒
格
十
四
等

坊
主
格
十
五
等

つ
づ
い
て
翌
二
年
（
一
八
六
九
）

九
月
、
十
二
等
を
削
除
し
て
へ
以
下

を
順
次
繰
上
げ
十
四
等
ま
で
と
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と十

等
以
上
を
士
族

十
一
等
か
ら
十
四
等

ま
で
を
卒
族
、
足
軽
を

卒
部
と
し
た
。

更
に
翌
三
年
（
一
八

七
○
）
十
一
月
、
卒
族

を
士
族
と
し
、
卒
部
を

卒
族
と
し
た
。

次
い
で
明
治
四
年
（

一
八
七
一
）
に
公
布
さ

れ
た
戸
籍
法
に
よ
る
戸

籍
編
成
に
伴
い
、
卒
族

の
う
ち
、
譜
代
の
足
軽

の
み
を
士
族
と
し
、
他

を
平
民
に
編
入
し
、
卒

部
の
称
は
廃
止
し
た
。

最
終
的
に
は
、
同
六

年
（
一
八
七
三
）
十
月
、

全
て
の
卒
を
士
族
に
編

入
し
た
。

以
上
が
家
筋
の
大
要

で
あ
る
が
、
下
級
武
士

層
で
あ
っ
た
「
新
参
御

取
立
」
「
新
参
御
役
人
」

と
は
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

新
参
御
取
立
、
新
参

慶
応
年
間

０

3１

文
久
・
元
治

０

1２

安
政
年
間

１

４

弘
化
・
嘉
永

２

1２

天
保
年
間

２

1６

文
政
年
間

４

3４

″
哩
年
後

７

７

文
化
咽
年
迄

３

2０

享
和
年
間

０

１

寛
・
政
年
間

1０

８

天
明
年
間

０

１

安
永
年
間

１

１

明
和
年
間

７

４

宝
暦
年
間

８

1１

延
享
・
寛
延

、
１

２

元
文
・
寛
保

５

２

″
吃
年
後

７

３

享
保
ｕ
年
迄

６

２

正
徳
年
間

１０

３

宝
永
年
間
一
釦
７

元
禄
年
間
一
弱
ｗ
｜
４
Ｗ

仕
官
年
代

新
参
御
取
立

新
参
御
役
人

新
参
御
取
立
・
新
参
御
役
人
の
仕
官
年
代



一
み
↑
冒
妃
脚
や
ぽ
ｅ
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称
．

蚕
一
芯
毎
倶
仙
ｆ
・
マ
陵
の
．
押
抵
４
ｓ
〃
￥

Ｇ

句
、
恥
７
火
｛
〃

帳
に
「
譜
代
、
古
今
姿
古
参
御
取
立
、

新
一
蚕
新
参
御
役
人
出
士
格
昇
進
、

新
参
御
取
立
、
右
之
通
天
保
五
年
九

月
十
四
日
相
極
と
と
あ
り
、
両
者

の
地
位
、
取
扱
い
は
不
確
定
で
あ
る

が
、
新
参
御
役
人
出
士
格
昇
進
、
新

参
御
取
立
と
分
け
て
書
い
て
あ
る
の

を
見
る
と
、
両
者
の
区
別
が
で
き
た

の
は
、
十
万
石
復
帰
後
か
ら
天
保
五

年
（
一
八
三
四
）
頃
ま
で
で
あ
ろ
う
。

安
政
頃
（
一
八
五
四
～
一
八
五
九
）

の
分
限
帳
に
、
新
参
新
参
御
役
人

出
士
格
昇
進
、
新
参
御
取
立
、
新
参

御
取
立
士
格
昇
進
の
注
記
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
両
者
の
区
別

は
、
士
格
昇
進
の
如
何
に
か
か
っ
て

い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

実
際
に
、
新
参
御
取
立
は
、
文
久

年
間
（
一
八
六
一
～
一
八
六
三
）
ま

で
に
全
て
士
格
に
昇
進
し
て
い
る
。

新
参
御
役
人
は
、
文
久
、
元
治
、

慶
応
の
間
に
一
部
士
格
に
昇
進
の
者

も
い
る
が
、
大
半
の
者
は
、
明
治
二

年
（
一
八
六
九
）
の
改
革
に
よ
っ
て

士
族
と
さ
れ
た
。

こ
の
改
革
で
は
、
大
役
人
と
、
初

代
宣
富
の
代
ま
で
に
召
出
さ
れ
た
家

は
坊
主
格
ま
で
の
家
と
が
＋
等
に
格

上
げ
さ
れ
て
士
族
と
な
っ
た
。

な
お
、
十
一
等
か
ら
十
四
等
ま
で

の
卒
族
と
な
っ
た
者
は
、
翌
三
年
十

一
月
に
士
族
に
改
め
ら
れ
た
。

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
か
ら

来
玲
迄
？
寸
斗
１

編
集
を
始
め
た
『
鶴
山
藩
譜
』
の
抜

抄
に
よ
れ
ば
、
新
参
以
下
に
つ
い
て
、

士
格
新
参
、
士
格
新
参
並
、
世
代
士

格
、
新
参
御
取
立
と
な
っ
て
い
る
。

世
代
士
格
は
、

Ｈ
士
格
新
参
並
に
な
ら
な
か
っ

た
新
参
御
取
立

ロ
新
参
御
役
人
の
う
ち
、
慶
応

年
間
ま
で
に
士
格
に
な
っ
た

家

白
明
治
二
年
の
改
革
で
＋
等
に

な
っ
た
家

と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

新
参
御
取
立
は
、
明
治
二
年
の
改
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と
な
っ
た
家
の
こ
と
は
分
ら
な
い
。

従
っ
て
、
享
保
ま
で
の
新
参
御
取
立
、

新
参
御
役
人
の
数
は
も
っ
と
多
く
な

る
と
思
わ
れ
る
。

召
帰
さ
れ
て
い
る
者
の
中
で
、
慶

応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
士
格
新
参

並
と
な
っ
て
い
る
家
に
「
先
代
之
者

出
身
場
合
柄
不
明
故
新
参
御
取
立
之

御
取
扱
二
相
成
居
候
」
と
い
う
家
が

あ
り
、
出
身
が
は
っ
き
り
し
て
い
な

い
。
又
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

に
召
帰
さ
れ
て
い
る
静
谷
孫
四
郎
は
、

新
参
御
取
立
で
あ
る
が
、
「
暇
」
を

出
さ
れ
た
先
祖
大
塚
友
之
助
は
、
新

参
で
あ
り
、
必
ず
し
も
先
祖
の
家
格

と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
召
帰

さ
れ
た
年
号
の
所
へ
、
又
召
出
さ
れ

た
時
期
の
は
っ
き
り
し
な
い
者
は
『

勤
書
』
等
に
、
名
前
が
最
初
に
出
て

く
る
年
号
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て
お
い

た
。

五
万
石
時
代
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
新
た
に
召
出
さ
れ
る
数
は
少
な
い
。

新
参
御
取
立
は
十
万
石
拝
領
後
、

十
万
石
復
期
以
前
に
殆
ん
ど
が
召
出

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
新
参
御
役
人
は
、
主

と
し
て
減
知
後
補
充
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
文
化
年
間
か
ら
の
増
加
が
目

立
っ
て
い
る
。
復
帰
後
更
に
増
え
、

特
に
慶
応
年
間
の
多
さ
は
注
目
さ
れ

る
。
減
知
後
暇
と
な
っ
て
い
た
者
が
、

召
帰
さ
れ
る
の
は
、
新
参
御
取
立
で
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れ
る
。

新
参
御
取
立
、
新
参
御
役
人
を
人

数
の
上
か
ら
み
る
と
、
十
万
石
拝
領

か
ら
五
万
石
に
な
る
ま
で
の
間
の
家

数
は
明
確
に
は
で
き
な
い
。

十
万
石
拝
領
に
伴
い
着
手
さ
れ
た

家
臣
団
の
編
成
に
つ
い
て
『
江
戸
日

記
』
元
禄
十
一
年
一
月
二
十
六
日
に
、

．
、
惣
足
軽
之
内
十
四
人
御
徒
一
一

被
召
出
内
小
頭
四
人
者
御
徒
目
付
…

…
」
「
一
、
只
今
迫
之
御
徒
不
残
小

十
人
之
格
二
先
可
相
勤
旨
…
…
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
家
名
が
分
ら
な

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
数
（
家
数
）

は
確
定
さ
れ
な
い
。

召
出
さ
れ
た
日
付
も
、
勤
書
等
の

記
載
よ
り
測
る
可
能
性
が
あ
る
。

減
知
と
な
っ
て
「
暇
」
を
出
さ
れ

た
者
は
、
六
一
六
名
の
藩
士
の
う
ち

二
六
三
名
で
あ
る
が
、
大
番
組
が
最

も
多
く
、
次
い
で
小
役
人
、
中
奥
組
》

御
徒
と
な
っ
て
い
る
。
大
役
人
以
下

坊
主
格
迄
の
者
が
百
余
人
あ
り
、
こ

の
大
部
分
が
後
の
新
参
御
取
立
、
新

参
御
役
人
で
あ
ろ
う
。

『
勤
書
』
等
に
書
か
れ
て
い
る
家
は

後
々
ま
で
存
続
す
る
家
と
、
五
万
石

に
減
ら
さ
れ
た
時
に
、
一
旦
「
暇
」

と
な
る
が
、
後
に
召
帰
さ
れ
て
い
る

家
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
表
は

『
勤
書
』
等
を
基
に
し
た
家
数
に
、

断
絶
し
た
家
の
数
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
減
知
以
前
に
断
絶

は
、
暇
と
な
っ
た
直
後
の
享
保
年
間

か
ら
帰
参
し
始
め
、
十
万
石
に
な
っ

て
か
ら
六
人
召
帰
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
新
参
御
役
人
は
、
宝
暦
年
間
に

二
人
帰
参
し
て
い
る
他
は
、
十
万
石

復
帰
後
の
文
政
に
な
っ
て
十
四
人
、

慶
応
年
間
に
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

召
出
さ
れ
た
格
式
を
み
る
と
、
小

従
人
組
か
ら
坊
主
格
ま
で
あ
る
が
、

勤
書
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

新
参
御
取
立
は
大
役
人
格
、
小
役
人

格
で
、
新
参
御
役
人
は
御
徒
、
御
徒

格
で
召
出
さ
れ
て
い
る
者
が
多
い
。

全
体
的
に
は
新
参
御
取
立
の
方
が
上

に
な
っ
て
い
る
。

召
出
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
長

年
の
精
勤
さ
を
認
め
ら
れ
た
者
が
一

番
多
く
、
新
参
御
取
立
で
七
人
、
新

参
御
役
人
で
四
十
九
人
。

最
初
の
頃
は
「
数
年
相
勤
」
「
数

年
実
体
相
勤
」
と
な
っ
て
い
る
。

〔
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
御
徒

と
な
る
西
原
嘉
兵
衛
は
、
延
享
五
年

（
一
七
四
八
）
に
草
履
取
を
仰
せ
つ

け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
よ
り
二
十
二

年
勤
め
て
家
士
と
な
っ
て
い
る
。
〕

寛
政
頃
か
ら
「
数
十
年
出
精
相
勤
」

と
い
う
記
述
に
な
り
、
天
保
年
間
に

な
る
と
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）

に
「
五
十
七
ケ
年
相
勤
」
、
同
十
四

年
「
五
十
六
ケ
年
相
勤
」
と
い
う
よ

う
に
、
非
常
に
長
期
に
亘
っ
て
勤
め

た
記
録
が
出
て
来
て
い
る
。
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遂
電
し
た
跡
に
、
実
貞
』

た
者
が
入
っ
た
（
二
人
）

万
喜
川
、
紫
起
尾
、

瀧
浦
等
の
長
年
勤
め
て

い
た
老
女
の
名
跡
を
継

ぐ
た
め
に
入
っ
た
（
三

人
）

別
家
召
出
さ
れ
た
者

新
参
御
取
立
は
文
化

十
四
年
（
一
八
一
七
）

か
ら
安
政
に
か
け
て
十

人
が
、
新
参
御
取
立
の

家
か
ら
別
家
を
許
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
平
井
真
澄
「
懐
萄
随
筆
』

に
「
足
軽
は
五
十
五
年
相
勤
む
る
時

は
御
徒
格
に
召
出
さ
れ
し
は
抜
群
の

も
の
な
り
世
上
是
れ
を
足
洗
ひ
と
も

云
ひ
き
」
と
あ
る
。
天
保
以
後
召
出

さ
れ
た
者
で
五
十
五
年
以
上
勤
め
た

者
が
十
七
人
い
る
。
一
番
長
い
年
数

は
、
割
場
住
込
よ
り
六
十
五
年
と
い

う
の
が
あ
る
。
短
い
も
の
で
も
五
十

四
年
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

数
十
年
相
勤
と
い
う
記
載
で
、
は
っ

き
り
何
年
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
が
、
幕
末
に
は
、
一
応
五
十
五

年
勤
め
る
と
い
う
こ
と
が
基
準
と
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
以
前

は
具
体
的
な
数
字
は
見
え
な
い
が
、

数
十
年
と
い
う
の
は
、
五
十
五
年
か
、

そ
れ
に
近
い
か
な
り
長
い
期
間
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

〔
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
召
出

さ
れ
た
川
村
久
米
蔵
は
「
五
十
四
ケ

年
実
体
相
勤
且
又
卑
賎
之
身
分
柳
原

時
代
よ
り
数
代
相
続
奉
公
」
し
て
い

た
と
い
う
か
ら
、
百
六
十
余
年
、
代

々
に
亘
っ
て
足
軽
奉
公
を
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
又
、
慶
応
四
年
（
一

八
六
八
）
に
召
出
さ
れ
た
西
村
藤
蔵

は
五
十
五
ケ
年
出
精
相
勤
、
祖
父
以

来
小
頭
を
も
相
勤
」
と
あ
り
、
慶
応

四
年
「
数
代
出
精
」
と
あ
る
後
藤
多

門
、
江
見
安
之
丞
等
が
い
る
〕
よ
う

に
、
数
代
に
亘
っ
て
足
軽
奉
公
を
し

て
い
た
も
の
が
、
か
な
り
い
た
こ
と

を
う
か
ぎ
わ
せ
る
。

五
十
五
年
勤
め
て
家
士
と
な
っ
た

者
の
半
数
が
「
被
召
出
後
五
ケ
年
相

立
不
申
二
付
断
絶
」
と
い
う
こ
と
で
、

召
出
さ
れ
て
五
年
経
ず
し
て
亡
く
な

っ
た
場
〈
Ｒ
一
旦
断
絶
の
形
を
と
っ

て
い
る
が
、
す
ぐ
に
子
が
次
坊
主
四

石
三
人
扶
持
で
召
出
さ
れ
て
い
る
。

二
代
以
上
勤
め
た
者
は
番
代
坊
主

仰
付
け
ら
れ
る
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
家
は
少
な
く
と
も
二
代
は
足
軽

奉
公
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
小

役
人
以
下
は
一
代
限
の
定
め
で
あ
っ

た
が
、
足
軽
も
含
め
て
既
に
か
な
り

世
襲
化
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
何
十

年
も
勤
め
て
、
足
軽
か
ら
取
立
ら
れ

た
の
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
○
）

の
足
軽
総
数
六
四
七
人
中
間
三
二
六

人
と
い
う
数
か
ら
見
て
も
、
極
め
て

少
数
で
あ
っ
た
Ｐ

慶
応
年
間
に
、
数
十
年
勤
め
、
更

に
金
子
を
差
出
し
て
御
徒
六
石
三
人

扶
持
と
な
っ
た
者
が
五
人
い
る
。
こ

れ
は
、
時
節
柄
を
反
映
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
差
出
し
た
金
額
は
二
百

五
十
両
か
ら
三
百
両
で
あ
っ
た
。

家
業
に
出
精
（
刀
鍛
冶
、
鎧
鍛
冶
、

産
科
）
上
達
（
剣
術
、
柔
術
、
医
者
、

銭
医
者
、
学
問
）
普
請
御
用
骨
折
（

大
工
）
巧
者
（
鉄
砲
張
立
、
接
骨
術
）

と
い
う
理
由
で
召
出
さ
れ
て
い
る
の

は
、
特
殊
技
術
を
有
す
る
者
で
あ
る
。

特
殊
技
術
を
持
つ
者
は
、
新
参
御
取

ｆ
１
１
。

立
で
、医

師
五
人
銭
医
二
人

絵
師
三
人
料
理
人
六
人

鉄
砲
師
一
人
鉄
砲
台
師
一
人

紙
細
工
二
人
御
手
大
工
四
人

鷹
匠
一
人
紙
漉
一
人

衣
紋
方
二
人

新
参
御
役
人
で

医
師
四
人
馬
医
二
人

接
骨
術
一
人
料
理
人
一
人

鉄
砲
金
具
師
一
人
鉄
砲
張
立
一
人

具
足
師
一
人
刀
鍛
冶
三
人

御
手
大
工
二
人
鷹
匠
二
人

飼
差
一
人
紙
漉
一
人

衣
紋
方
一
人
御
仕
立
三
人

御
手
役
者
二
人
駕
寵
棒
頭
一
人

人
参
製
法
方
一
人
庭
師
一
人

跡
役
・
名
跡

御
徒
・
小
役
人
が
亡
く
な
っ
た
り

遂
電
し
た
跡
に
、
実
貞
に
勤
め
て
い

新
参
御
役
人
は
文
化
十
四
年
か
ら

慶
応
に
か
け
て
十
六
人
が
、
古
参
御

取
立
、
新
参
、
新
参
御
取
立
、
新
参

御
役
人
の
家
か
ら
別
家
と
な
っ
て
い

る
。

い
ず
れ
も
十
万
石
復
帰
後
で
あ
り
、

文
化
十
四
年
か
ら
文
政
初
期
に
か
け

て
別
家
を
立
て
た
り
、
召
帰
さ
れ
た

り
し
た
者
が
多
い
の
は
、
十
万
石
と

な
っ
て
陣
容
を
整
え
る
た
め
で
あ
っ

た
ろ
う
。

他
に
「
領
分
百
姓
騒
立
候
瑚
別
而

骨
折
」
と
い
う
理
由
で
、
慶
応
三
年

に
召
出
さ
れ
て
い
る
。

召
出
さ
れ
る
前
は
、
使
組
、
目
付

組
、
鉄
砲
組
等
の
足
軽
で
あ
っ
た
者

が
多
く
、
殊
に
新
参
御
役
人
は
足
軽

か
ら
家
士
と
な
っ
て
い
る
者
が
多
い
。

こ
の
内
小
頭
或
は
小
頭
格
と
付
い
て

い
る
者
が
半
数
を
占
め
て
い
る
。
小

頭
と
書
い
て
な
い
者
で
も
か
な
り
の

人
数
が
小
頭
を
勤
め
て
い
た
の
で
は

・
な
か
ろ
う
か
。

又
、
勘
定
奉
行
、
御
蔵
奉
行
、
代

官
、
郡
代
所
等
の
下
代
で
あ
っ
た
者

も
多
い
。

家
老
等
の
家
来
、
留
守
居
役
等
の

智
役
か
ら
家
士
と
な
る
者
も
い
た
。

初
期
に
召
出
さ
れ
た
者
に
、
以
前

が
不
明
の
者
が
多
く
、
殊
に
新
参
御

取
立
に
多
い
の
が
目
立
つ
。
不
明
の

者
の
中
に
、
召
出
さ
れ
る
以
前
「
御

発
駕
御
供
」
と
か
「
数
年
相
勤
」
等

の
記
載
の
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、

足
軽
或
は
徒
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
者
も
い
る
。

浪
人
が
召
抱
え
ら
れ
て
い
る
例
は

少
な
い
。
越
後
ゆ
か
り
の
も
の
が
初

期
に
お
い
て
何
人
か
抱
え
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
わ
ず
か
に
新
参
御
役

人
の
木
村
家
に
つ
い
て
「
結
城
家
＃

御
供
仕
御
代
々
様
江
相
勤
居
申
候
越

州
一
一
テ
ー
度
浪
人
仕
其
後
柳
原
時
代

御
徒
目
付
被
仰
付
候
年
月
不
詳
」
と

あ
る
位
で
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
詳
細

は
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

新
参
御
取
立
の
出
で
あ
り
な
が
ら
、

古
参
御
取
立
の
扱
い
を
受
け
て
い
る

家
が
六
家
、
新
参
御
役
人
で
あ
り
な

が
ら
新
参
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
家

が
一
家
あ
る
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
古
参

御
取
立
扱
い
と
な
る
藤
田
家
、
慶
応

内
（
召
帰
者
）

（
⑩
）

（
⑲
）

不
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明
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そ
の
他
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梓
・
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５

別
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●

1０
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書
役
・
帳
付

４

２

下
代

1１

2２

内
（
小
頭
）

｜
（
５
）
一
（
妃
）

足
軽
一
記
ｗ
一
的
伽

仕
官
前
一
新
参
御
取
立
一
新
参
御
役
人

仕
官
前
の
身
分
等



房
搾
台
但
袋
乳

三
年
（
一
八
六
七
）
に
古
参
御
取
立

扱
い
と
な
る
関
家
、
こ
の
二
家
は
、

文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
江
戸
上
屋

敷
類
焼
の
時
、
金
子
を
差
出
す
こ
と

を
申
し
出
た
の
を
最
初
と
し
て
、
明

治
ま
で
に
何
度
か
多
く
の
金
子
を
差

出
し
て
加
増
を
受
け
、
古
参
御
取
立

扱
い
と
な
る
。

広
川
、
遠
藤
の
二
家
は
、
元
禄
九

年
（
一
六
九
六
）
十
二
月
十
二
日
安

藤
靭
負
支
配
足
軽
か
ら
下
男
に
な
っ

て
い
る
。
杉
浦
家
は
柳
原
以
後
嶋
田

平
右
衛
門
組
小
頭
か
ら
、
ま
た
福
田

家
は
安
井
喜
右
衛
門
組
か
ら
取
立
て

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
家
が
い

つ
か
ら
古
参
御
取
立
の
扱
い
を
受
け

た
か
、
時
期
と
そ
の
理
由
は
は
っ
き

り
し
な
い
。

新
参
御
役
人
か
ら
新
参
の
扱
い
を

受
け
る
香
山
家
も
時
期
、
理
由
共
に

不
明
で
あ
る
。

新
参
御
取
立
で
積
年
の
う
ち
に
、

格
式
物
頭
格
ま
で
な
る
家
が
あ
る
し
、

御
使
番
格
勘
定
奉
行
と
な
る
者
が
い

る
。

最
後
に
扶
持
米
に
つ
い
て
み
る
と

新
参
御
取
立
が
、
初
期
は
四
両
三
人

扶
持
か
ら
十
両
四
人
扶
持
、
十
人
扶

持
位
で
召
出
さ
れ
て
い
る
。

減
知
以
後
は
新
参
御
取
立
も
新
参

御
役
人
も
大
体
四
石
三
人
扶
持
か
ら

八
石
三
人
扶
持
、
ま
た
三
人
扶
持
か

ら
七
人
扶
持
位
で
召
出
さ
れ
て
い
る
の

中
で
も
新
参
御
役
人
の
ほ
と
ん
ど

が
五
石
三
人
扶
持
、
六
石
三
人
扶
持

で
召
出
さ
れ
て
い
る
。

（
参
考
ま
で
に
、
明
治
三
年
六
月
調

で
は
、
足
軽
三
石
五
斗
二
人
扶
持
、

仲
間
五
俵
一
人
扶
持
と
な
っ
て
い
る
）

松
平
家
は
、
越
後
高
田
二
六
万
石

が
、
越
後
騒
動
に
よ
り
領
地
を
召
上

げ
ら
れ
、
家
臣
団
を
解
散
し
た
。

藩
主
光
長
は
松
山
へ
流
請
中
、
合

力
米
一
万
俵
、
嗣
子
綱
国
は
福
山
へ

流
諭
、
合
力
米
三
千
俵
を
支
給
さ
れ

る
。
皇
暴
四
年
赫
免
さ
れ
て
、
江
戸

柳
原
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
、
合
力
米

三
万
俵
を
給
さ
れ
る
。

元
禄
十
一
年
津
山
十
万
石
拝
領
に

よ
り
家
臣
団
が
形
成
整
備
さ
れ
る
。

享
保
十
二
年
五
万
石
に
減
知
さ
れ
た

た
め
家
臣
団
の
縮
少
を
余
義
な
く
さ

れ
、
文
化
十
四
年
再
び
十
万
石
に
復

帰
す
る
こ
と
で
、
家
臣
団
の
増
加
が

あ
る
。
こ
の
様
な
推
移
の
中
で
、
人
数

的
に
は
家
臣
団
の
多
数
を
占
め
る
下

級
武
士
階
層
は
、
新
参
の
家
筋
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
。
十
万
石
拝
領
の

時
に
足
軽
を
徒
に
召
出
し
た
と
い
う

形
が
後
々
ま
で
踏
迩
さ
れ
る
。
長
年

に
渡
る
精
勤
さ
を
認
め
ら
れ
て
、
足

軽
、
下
代
か
ら
家
士
へ
と
い
う
形
が

多
く
、
技
術
者
で
あ
っ
て
も
全
く
新

た
に
召
出
さ
れ
る
の
は
、
医
師
、
絵
師

等
に
限
ら
れ
て
お
り
、
殆
ん
ど
は
足

軽
の
中
で
、
そ
の
技
術
に
堪
能
、
上

卿
爾
Ｉ
‐

達
し
た
者
で
あ
る
。

又
、
幕
末
に
は
金
子
を
差
出
す
こ

と
で
、
格
式
の
変
更
、
加
増
も
可
能

で
あ
っ
た
。

世
襲
的
で
あ
っ
た
封
建
時
代
で
も

有
能
で
あ
れ
ば
、
家
格
の
変
更
も
可

能
で
あ
り
、
下
級
の
家
臣
の
家
格
の

変
動
は
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

幕
末
に
、
初
代
藩
主
宣
富
の
代
か

ら
仕
え
て
い
た
士
分
の
者
を
、
士
格

新
参
並
の
取
扱
い
と
し
、
更
に
明
治

二
年
に
は
、
坊
主
格
に
至
る
ま
で
の

者
も
、
士
族
と
す
る
様
に
、
初
代
藩

主
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
事
が
特
別

の
意
味
を
持
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
下
級
武
士
層
は
、
明
治
政

府
に
よ
っ
て
、
足
軽
階
級
も
含
め
て

士
族
の
名
の
下
に
、
近
代
社
会
の
一

階
層
と
し
て
形
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

（
竹
内
知
恵
）
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壁，

昨
年
に
引
続
き
本
年
四
月
、
多
胡

信
子
氏
（
一
塁
泉
都
世
田
谷
区
）
よ
り

資
料
を
受
贈
致
し
ま
し
た
。

多
胡
家
が
、
森
・
松
平
氏
の
津
山

藩
統
治
期
、
代
々
大
庄
屋
を
勤
め
た

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
「
代
々

差
物
絵
図
面
実
名
書
類
共
一
切
在

理
」
に
よ
る
と
、
＋
一
代
々
の
当
主

名
と
、
大
庄
屋
と
し
て
使
用
を
許
可

さ
れ
た
旗
差
物
の
図
柄
・
寸
法
等
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

初
代
吉
兵
衛
基
次
が
正
保
年
中
綾
部

村
住
森
尾
治
郎
左
衛
門
宅
よ
り
別
宅

二
代
勘
右
衛
門
宗
基
が
寛
文
年
中
よ

り
大
庄
屋
役
を
勤
め
、
以
後
、
武
右

衛
門
基
之
・
勘
右
衛
門
基
正
・
元
太

郎
正
時
・
吉
治
郎
正
高
・
佐
市
方
傑

・
勘
三
郎
辰
房
．

』

国
平
以
寛
・
浦
石

術
基
興
・
栄
治
郎

基
密
と
続
き
、
明

治
維
新
を
迎
え
る
。

大
庄
屋
と
し
て

使
用
を
許
さ
れ
る

旗
差
物
に
つ
い
て

は
、
使
用
窺
を
藩

に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

奉
窺
差
物
絵
図
之
事

一
、
多
胡
国
平
以
賀

右
者
別
紙
差
物
絵
図
之
通
相
用
申

度
奉
存
候
為
其
御
窺
書
付
差
上
申

候
以
上

大
庄
屋
手
伝
綾
部
村

多
胡
国
平
⑳

文
政
四
辛
巳
年
十
二
月

御
郡
代
所

差
物
絵
図
は
掲
載
絵
図
の
と
お
り

で
あ
り
、
実
物
の
大
き
さ
は
、
縦
一

七
○
セ
ン
チ
余
、
横
七
二
セ
ン
チ
余

で
あ
る
。
多
胡
家
七
代
の
差
物
図
が

残
さ
れ
て
お
り
、
代
々
の
図
柄
は
大

同
小
異
で
あ
る
。

他
の
受
贈
資
料
で
は
、
最
後
の
津

山
藩
主
松
平
慶
倫
書
「
民
惟
邦
本
」
、

慶
倫
の
嗣
子
康
倫
書
「
蓋
忠
報
国
」

等
も
あ
り
、
昭
和
六
三
年
春
開
館
予

定
の
津
山
郷
土
博
物
館
（
仮
）
展
示

に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
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